
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
項
に
定
め
る
事
業
参
加
者
が
行
う
出
資
の
価
額
及

び
当
該
出
資
の
合
計
額
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

事
業
参
加
者
が
行
う
出
資
の
価
額

百
万
円
（
当
該
事
業
参
加
者
が
特
例
投
資
家
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
億

円
）

２

事
業
参
加
者
が
行
う
出
資
の
合
計
額

一
億
円
（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
基
づ
き
営
ま
れ
る
不
動
産
取
引
に

係
る
業
務
を
委
託
す
る
特
例
事
業
者
が
二
以
上
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
例
事
業
者
に
つ
き
事
業
参
加
者
が
行
う

出
資
の
合
計
額
が
一
億
円
を
超
え
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
億
円
）

二

不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
及
び
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
は
、
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、

不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
の
成
立
前
の
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

申
込
者
に
対
し
、
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用

す
る
方
法
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



三

小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
が
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
本
金
又
は
出
資
の
額
は
、
い
ず

れ
の
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
の
種
別
に
つ
い
て
も
、
千
万
円
と
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
本
則
第
一
条
関
係
）

第
二

関
係
政
令
の
一
部
改
正

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
法
施
行
令
そ
の
他
の
政
令
に

つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
本
則
第
二
条
か
ら
第
八
条
ま
で
関
係
）

第
三

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
項
関
係
）


